
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療保険料の口座振替が可能に 

 政府は、後期高齢者医療制度（長寿医療制度）

の改善策として、保険料納付の方法を「年金から

の天引き」と「口座振替」との選択制とすることを

盛り込んだ政令改正を閣議決定しました。口座

振替が可能となるのは過去２年間に国民健康保

険料の滞納がない人。年金収入が年 180 万円未

満の人は世帯主や配偶者の口座からの振替も

認められます。 

社保庁後継組織 懲戒処分者 867 人は不採用に 

 政府・自民党は、2010 年１月に発足の社会保

険庁の後継組織「日本年金機構」において、年金

記録ののぞき見や保険料の不正免除などにより

懲戒処分を受けた同庁職員全員を採用しない方

針で合意したことが明らかになりました。不採用

の対象となるのは、１万 3,113 人の正規職員のう

ち停職・減給・戒告処分を受けたことがある 867

人とみられます。 

 

 

 

 

 

仕事の満足感低下が生産性低下の原因 労働

経済白書 

 厚生労働省は、「働く人の意識」を分析テーマと

した 2008 年版「労働経済白書」を発表。非正規

社員の急増と納得感の少ない成果主義導入の

結果、労働者の仕事の満足感が長期的に低下し

て生産性が落ちていると分析し、長期雇用を再

評価するとともに、成果主義賃金の運用を改善し

て、働きがいを高めることで生産性の向上にもつ

ながると結論づけました。 

社保事務所が８月は土・日曜日も相談受付 

 社会保険庁は、平日には相談に行きにくい年

金加入者からの相談に応じるため、８月のすべ

ての土・日曜日について、社会保険事務所を開

けると発表しました。受付時間は午前９時半から

午後４時までです。 
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３つの原則確立を求める 

労働者派遣法改正論議にあたって 
●ワーキングプアの要因 

 働いても働いても生活が苦しい、生活保護費以下の収入しか得られない「ワーキングプア」の

増大の一因とされる労働者派遣法の見直しが、ようやく本格論議されています。 

 

●もともと禁止 

 派遣は、ピンハネや危険労働の横行などが行われるとして、戦後長く原則禁止されていました。

法律で「原則自由化」されたのは９年前です。それ以降正規労働者の減少・不安定雇用の増大も

急速に進みました。 

 

●３つの原則確立を 

 ①派遣労働は、臨時的・一時的業務を原則とする 

 ②派遣労働は、常用型を基本とし、登録型派遣は例外とする 

 ③日雇い派遣は禁止する 

この３原則をぜひ確立してほしいと思います。 

８ 月 の 生 活 ホ ッ ト ニ ュ ー ス 


